






建築物のエネルギー消費性能基準等

を定める省令（平成２８年 経済産

業省、国土交通省令第１号。以下「省

令」という）第１条第１項第２号イ

に定める基準に適合すること。

ｗ/(㎡・ｋ)以下とすること。

【外窓の交換】
【内窓の新設または交換】
※窓面積は１枚あたりではなく、開
　口部ごとの大きさとする。
　勝手口の適用可

【玄関ドアの交換】
※１住宅１か所のみとする。
　勝手口の適用不可
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